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⼈⼝減少時に反対に居住地域拡⼤ コンパクトシティ計画には無理があるか 
 
新聞記事には「郊外の宅地開発が⽌まらず、2015 年までの 10 年間で⼤阪府に相当する⾯積
の居住地区が⽣まれた」「郊外開発が⽌まらないのは住⺠を増やしたいから」とある。市町
村が税⾦を効果的に⽤いるためには⼈⼝を⼀定のエリアに固めるコンパクトシティが必要
であるが、⼈⼝に基づく⾏政の単位である「市」を守るためには⼈⼝を５万⼈、あるいは３
万⼈以上としなければならない。記事中の図に⽰された⾃治体の中で、⼈⼝がこの基準を割
る可能性があるのは、鉾⽥市 4.6 万⼈、北杜市 4.4 万⼈、宮古島市 5.5 万⼈、⼆本松⼠.5 万
⼈である。⽇本全国を⾒渡すと多くの市が、この規準を割り込む可能性があるだろう。 
 
市町村（Wikipedia） 

市は以下の要件を
満たさなければなら
ない（8 条第 1 項）。 

⼈⼝ 5 万⼈以上。
ただし 1965 年（昭
和 40 年）以降は、市
町村の合併の特例に
関する法律（平成 16
年法律第 59 号の新
法では第 7 条）の規
定が適⽤されれば 3
万⼈以上。 

中⼼的市街地に全
⼾数の 6 割以上があ
る。 

商⼯業その他の都
市的な業態に従事す
る者及びそれと同⼀
世帯に属する者の数
が全⼈⼝の 6 割以
上。 
 



コンパクトシティ（Wikipedia） 
都市的⼟地利⽤の郊外への拡

⼤を抑制すると同時に中⼼市街
地の活性化が図られた、⽣活に
必要な諸機能が近接した効率的
で持続可能な都市、もしくはそ
れを⽬指した都市政策のことで
ある。 
コンパクトシティ誘導政策 

国⼟交通省も、コンパクトシ
ティを⽬指すべく政策転換を進
めている。1998 年制定のまちづ
くり 3 法（改正都市計画法、⼤規模⼩売店舗⽴地法、中⼼市街地活性化法）が⼗分に機能し
ておらず、中⼼市街地の衰退に⻭⽌めがかかっていないとの問題認識から、⾒直しが⾏われ、
そのうち都市計画法、中⼼市街地活性化法が改正された（2006 年 6 ⽉、2006 年 8 ⽉施⾏）。 
 
 
郊外に住居を建てることを強⼒に禁⽌しているのが「市街化調整区域」の指定である。同じ
⼩学校区域の⼈でなければ、その区域内の⼟地を購⼊できない。これは⽥舎の⼟地の流通を
著しく阻害し、その結果として中⼼市街地から離れた集落の⼈⼝減少、そして⾼齢化に⼤き
く寄与している。 
 
 
市街化調整区域（Wikipedia） 

市街化調整区域は都市計画法（第 7 条以下）に基づき指定される、都市計画区域における
区域区分（線引き）のひとつ。都市計画法の定義としては、「市街化を抑制すべき区域」と
される。 

この区域では、開発⾏為は原則として⾏わず、都市施設の整備も原則として⾏われない。
つまり、新たに建築物を建てたり、増築することを極⼒抑える地域となる。ただし、⼀定規
模までの農林⽔産業施設や、公的な施設、および公的機関による⼟地区画整理事業などによ
る整備等は可能である。既存建築物を除いては、全般的に農林⽔産業などの⽥園地帯とする
ことが企図されている。市街化区域と対をなす。市街化調整区域は、国⼟の約 10.3%を占め
ている。 
（※⽇本の⼭岳部を除いた⾯積が国⼟の 30%とすると、その内の約 1/3 の⾯積が市街化調
整区域に指定されていることになる） 
 


